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平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 東 大 和 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１．日   時 平成25年２月21日（木曜日）午後１時00分～午後２時13分 

２．場   所 中央公民館 ３０１学習室 

３．出 席 委 員 １番  鈴 木 敏 彦（委員長） 

        ２番  小 泉 美佐子 

        ３番  土 田   豊 

        ４番  武 石 修一郎 

        ５番  真 如 昌 美（教育長） 

４．欠 席 委 員     な し 

５．説 明 職 員 

学校教育部長 阿 部 晴 彦  社会教育部長 小 俣   学 

学 校 教 育 部 

参 事 兼 

指 導 室 長 

石 井 卓 之  学校教育課長 田 代 雄 己 

建 築 課 長 兼 

教育施設担当 

副 参 事 

堂 垣 隆 志  統括指導主事 岡 田 博 史 

社会教育課長 村 上 敏 彰  

社 会 教 育 部 

副 参 事 

(国 体 準 備 

担    当 ) 

高 橋 宏 之 

中央公民館長 

兼 狭 山 

公 民 館 長 

乙 幡 正 喜  中央図書館長 野 口   弘 

６．書 記 

庶 務 係 長 福 嶌 まゆ美  主 事 谷 本   惇 
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○議事日程 

第 １ 会議録署名委員の指名 

第 ２ 教育長諸務報告 

第 ３ 第１号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ４ 第４号議案 東大和市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則 

第 ５ 第５号議案 東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する

規則 

第 ６ 第６号議案 平成２５年度東大和市学校給食事業計画及び平成２５年度東

大和市学校給食会計予算について（答申） 

第 ７ 第７号議案 東大和市子ども読書活動推進計画（素案）について 

第 ８ その他報告事項 （１）教育の日やまとについて 

            （２）東京駅伝について 

（３）平成２４年度東大和市立小中学校卒業式告辞

（案）及び平成２５年度東大和市立小中学校入

学式告辞（案）について 

            （４）平成２４年度東京都児童・生徒の体力調査の結果

について 

            （５）東大和市学校特色化補助金交付要綱の制定につい

て 

            （６）地域スポーツクラブはぴねすまいる東大和の設立

について 

            （７）第２３回多摩湖駅伝大会について 
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午後 １時００分開会 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎開会の辞 

○鈴木委員長 ただいまから、平成25年第２回東大和市教育委員会定例会を開催い

たします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○鈴木委員長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は土田委員にお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第２ 教育長諸務報告 

○鈴木委員長 日程第２、教育長諸務報告を行います。 

  教育長。 

○真如教育長 平成25年１月22日から平成25年２月17日までの教育長諸務報告をさ

せていただきます。 

  まず、１月22日、火曜日、港南アカデミー幼小中連携教育研修会に出席をいた

しました。この会議は突然の通知でしたけれども、委員長、それから各学校の校

長先生、一般の教員含めて20人近い先生方の参加が得られました。小中連携教育

の普段の研修会の様子を直接見ることができまして、大変参考になりました。 

  １月25日、金曜日、教育の日やまとで、第六小学校の研究発表会に出席をいた

しました。 

  １月26日、土曜日、避難所体験訓練（十小地区）の視察をいたしました。 

  １月28日、月曜日、第68回国民体育大会の視察をいたしました。これは東京都

が主催するアイスホッケーの競技でありました。市長と一緒に視察をさせていた

だきました。 

  １月29日、火曜日、定例校長会に出席し、その後国民体育大会の視察にまいり

ました。 

  １月30日、水曜日、東大和市地域防災計画策定本部会議に出席をいたしました。 

  １月31日、木曜日、青少年問題協議会に出席をいたしました。 

  ２月１日、金曜日、教育委員懇談会に出席、その後教育振興基本計画検討委員

会に出席し、きらめきアート展の視察をいたしました。きらめきアート展では、
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各学校の子どもたちの大変すばらしい作品が展示されておりまして、一中の校長

から、音楽だけではなくて美術的なところにも子どもの力はいろいろ発揮されて

いるという話を伺うことができました。 

  ２月４日、月曜日、厚生文教委員会に出席をいたしました。 

  ２月５日、火曜日、社会を明るくする運動役員会に出席をいたしました。 

  ２月６日、水曜日、情報システムマネジメント本部会議に出席をいたしました。

その後東大和市教育研究発表会に出席をいたしました。 

  ２月７日、木曜日、教育の日やまとで、第十小学校及び第五中学校の研究発表

会に出席をいたしました。 

  ２月８日、金曜日、東大和市学校給食センター運営委員会に出席をいたしまし

た。 

  ２月11日、月曜日、地域スポーツクラブが立ち上がることになりまして、その

設立総会に副市長とともに出席をいたしました。 

  ２月12日、火曜日、東大和市学校規模等あり方検討委員会最終会に出席をいた

しました。 

  ２月13日、水曜日、平成25年度予算説明会に出席をいたしました。その後東京

都市教育長会定例会に出席をいたしました。 

  ２月15日、金曜日、第29回多摩地区特別支援教育研究会「劇と音楽の会」に出

席し、あいさつをさせていただきました。午後は第一小学校開校90周年記念式典

に出席をいたしました。 

  ２月17日、日曜日、第３回東大和市小中学校合同演奏会を視察、あいさつをさ

せていただきました。この会はハミングホールが主催する事業であります。あわ

せて小ホールで行っていた薬物乱用防止ストリートダンス「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 

ＤＲＵＧ」の視察も行いました。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 教育長諸務報告が終わりました。 

  ただいまの報告について、ご質疑等ございましたら、ご発言をお願いいたしま

す。 

（発言する者なし） 

○鈴木委員長 教育長諸務報告を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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○鈴木委員長 ここで会議の非公開について、お諮りいたします。 

  日程第３、第１号報告 事務の臨時代理の承認については人事案件であること

から会議を非公開としたいと思いますが、これに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○鈴木委員長 賛成者全員。 

  よって、会議は非公開といたします。 

  さらに、本案の会議録及び会議資料の取り扱いにつきまして、お諮りいたしま

す。 

  本案の会議録及び会議資料につきましても非公開としたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木委員長 ご異議なしと認め、そのように取り扱いいたします。 

  ここで関係者以外の退場を求めます。 

（該当者退場） 

 

 

（この間非公開） 

 

 

  ここで会議の非公開を解きます。退場者の入場を認めます。 

（退場者入場） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第４ 第４号議案 東大和市教育委員会傍聴規則の一部を改正

する規則 

○鈴木委員長 日程第４、第４号議案 東大和市教育委員会傍聴規則の一部を改正

する規則、本件を議題に供します。 

  議案の朗読をお願いいたします。 

（書記朗読） 

○鈴木委員長 説明をお願いいたします。 

  教育長。 

○真如教育長 ただいま議題となりました、東大和市教育委員会傍聴規則の一部を
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改正する規則について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  今回の改正は、携帯電話等を使用したり、傍聴人が写真、映画等の撮影、録音

を行った場合に議事進行の妨げとなることが考えられるため、所要の改正を行う

ものであります。 

内容につきましてご説明申し上げます。議案書をご覧いただきたいと思います。

まず初めに、第４条は、傍聴席における傍聴人の守るべき事項について規定した

ものでありますが、第６号として、携帯電話等の機器類の電源を切っておくこと

とする旨を加えたものであります。 

第７条、第６条、第５条は、今回の改正に伴い文言整理等を行うとともに、新

たに第５条が加わることから条番号を１条ずつ繰り下げるものであります。次に、

第４条の次に第５条を加えるものでありますが、内容につきましては、傍聴人は

傍聴席において写真、映画等の撮影、録音等をしてはならない旨を規定するとと

もに、その例外の取り扱いとして、ただし、特に委員長の許可を得た場合はこの

限りではないとする旨を規定するものであります。 

次に、第２号様式についてでありますが、この改正に伴い第２号様式の傍聴許

可書の注意事項について改めるものであります。 

附則でありますが、この規則は公布の日から施行するものであります。 

なお、資料といたしまして、新旧対照表をご用意いたしましたので、ご参照く

ださい。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○鈴木委員長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  小泉委員。 

○小泉委員 先ほどご説明いただきました第５条ですが、傍聴人は写真、映画等の

撮影、録音等を禁止されているわけですが、ただし、特に委員長の許可を得た場

合というただし書きがございますが、どのような場合を想定されておりますか。 

○鈴木委員長 学校教育課長。 

○田代学校教育課長 このただし書きにつきましては、報道関係者の方々が来られ

まして、会議をする上で大きな妨げにならないようなケースにつきまして、委員

長のご判断で許可を得て対応できるようにしたということで、そのような趣旨に

なっております。 
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  以上でございます。 

○鈴木委員長 ほかにございませんか。 

 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第４、第４号議案 東大和市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則、

本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木委員長 ご異議なしと認め、第４号議案 東大和市教育委員会傍聴規則の一

部を改正する規則、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第５ 第５号議案 東大和市立学校の通学区域等に関する規則

の一部を改正する規則 

○鈴木委員長 日程第５、第５号議案 東大和市立学校の通学区域等に関する規則

の一部を改正する規則、本件を議題に供します。 

  議案の朗読をお願いいたします。 

（書記朗読） 

○鈴木委員長 説明をお願いいたします。 

  教育長。 

○真如教育長 ただいま議題となりました第５号議案 東大和市立学校の通学区域

等に関する規則の一部を改正する規則につきまして、提案理由並びに内容のご説

明を申し上げます。 

  今回の改正は、指定学校の変更及び区域外就学に関して、保護者からの申し立

てや願い出に対して、不承認や不承諾とする場合の事務手続を定めるため、所要

の改正を行うものであります。 

内容についてご説明申し上げます。議案書をご覧ください。第５条は、指定学

校の変更について定めたものでありますが、指定学校の変更権限は東大和市教育

委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の規定により教育長となることか

ら、文言の整理を行うとともに、第４項に指定学校の変更を不承認とする場合の

事務手続を新たに規定し、指定学校変更不承認通知書、第６号様式により保護者

へ通知することとしたものであります。 

次に、第６条は、区域外就学について定めたものでありますが、第６号様式が
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新たに加わったためこれまでの様式の番号の繰り下げを行うとともに、第４項に

区域外就学を不承諾とする場合の事務手続を新たに規定し、区域外就学不承諾通

知書、第９号様式により保護者へ通知することとしたものであります。 

この改正に伴い、様式につきましても新たに６号様式として指定学校変更不承

認通知書、第９号様式として、区域外就学不承諾通知書を定めるものであります。 

最後に、附則でありますが、この規則は公布の日から施行するものであります。 

なお、資料といたしまして新旧対照表をご用意いたしましたので、ご参照くだ

さい。 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○鈴木委員長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○鈴木委員長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第５、第５号議案 東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改

正する規則、本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木委員長 ご異議なしと認め、第５号議案 東大和市立学校の通学区域等に関

する規則の一部を改正する規則、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第６ 第６号議案 平成２５年度東大和市学校給食事業計画及

び平成２５年度東大和市学校給食会計予算

について（答申） 

○鈴木委員長 日程第６、第６号議案 平成25年度東大和市学校給食事業計画及び

平成25年度東大和市学校給食会計予算について（答申）、本件を議題に供します。 

  議案の朗読をお願いいたします。 

（書記朗読） 

○鈴木委員長 説明をお願いいたします。 

  教育長。 

○真如教育長 ただいま議題となりました第６号議案 平成25年度東大和市学校給

食事業計画及び平成25年度東大和市学校給食会計予算について（答申）につきま
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して、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、東大和市学校給食センター運営委員会規則第２条に基づきまして、平

成25年２月８日付で教育委員会から東大和市学校給食センター運営委員会に諮問

し、答申をいただいたものであります。 

なお、東大和市学校給食事業計画、４ページの、学校給食摂取基準が前回教育

委員会定例会後１月30日に改正公布されましたことから、改正後の基準表に改め

て諮問いたしました。 

改正の内容につきましては、厚生労働省による日本人の食事摂取基準2010年版

において、エネルギーの必要量が減となったため、文部科学省でこれを参考に本

基準を引き下げたものであります。ただし、家庭で不足しがちなカルシウム、ビ

タミン等については学校給食で補うよう配慮され、引き上げられております。 

答申内容は、事業計画及び予算ともに諮問内容のとおりとなっておりますこと

をご報告申し上げます。 

以上であります、よろしくお願い申し上げます。 

○鈴木委員長 説明が終わりました。 

  ご質疑があればご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○鈴木委員長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第６、第６号議案 平成25年度東大和市学校給食事業計画及び平成25年度

東大和市学校給食会計予算について（答申）について、本件を承認することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木委員長 ご異議なしと認め、第６号議案 平成25年度東大和市学校給食事業

計画及び平成25年度東大和市学校給食会計予算について（答申）について、本件

を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第７ 第７号議案 東大和市子ども読書活動推進計画（素案）

について 

○鈴木委員長 日程第７、第７号議案 東大和市子ども読書活動推進計画（素案）

について、本件を議題に供します。 
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  議案の朗読をお願いいたします。 

（書記朗読） 

○鈴木委員長 説明をお願いいたします。 

  教育長。 

○真如教育長 ただいま議題となりました第７号議案 東大和市子ども読書活動推

進計画（素案）についてにつきまして、提案理由並びに内容をご説明申し上げま

す。 

  この計画の素案につきましては、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づ

き、子ども読書活動推進計画について検討してきましたが、このたびまとまりま

したことから提案し、ご審議いただくものであります。 

  お手元の資料をご覧いただきたいと存じます。内容でございますが、第１章で

策定にあたっての基本的な考え方、第２章で、読書活動の現状と課題、第３章で、

子ども読書活動推進のための具体的な取組み、第４章で、取組み項目と目標年度、

そして29ページ以降に資料を添付しております。 

  詳細につきましては社会教育部長からご説明いたしますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○鈴木委員長 社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 それでは、東大和市子ども読書活動推進計画（素案）につき

まして、ご説明いたします。 

  お手元の資料でございますが、表紙の裏面をお開きいただきたいと思います。

こちらでは、目次になっておりますけれども、計画は第１章から第４章並びに資

料編から構成をされております。 

  １ページをお開きいただきたいと存じます。第１章では、この計画の策定にあ

たっての基本的な考え方といたしまして、１計画の目的、２計画の位置づけ、３

子ども読書活動推進の意義について、述べております。 

  続きまして２ページをお開きいただきたいと思います。こちらでは、４国の動

向、５都の動向、そして、６計画の対象を記載いたしまして、３ページでは、７

計画の期間を記載しております。 

  また、３ページから４ページにおきましては、注釈といたしまして、用語など

の解説としまして※１から※７までの解説を記載しております。 

  続きまして、５ページをお開きいただきたいと存じます。こちら第２章になり
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ますが、こちらでは、読書活動の現状と課題といたしまして、保護者へのアンケ

ートや各施設、市民グループへの調査、また国等の調査を参考に、家庭・地域の

現状と課題を７ページまで記載をしております。 

  続きまして、７ページから９ページに至りましては、２の学校ということとい

たしまして、（１）小中学校、（２）高等学校の現状と課題を述べております。 

  続きまして、９ページから12ページにわたっての記載になりますが、３といた

しまして、市立図書館についての現状と課題について、述べております。 

  さらに、12ページから13ページになりますが、４子どもの読書活動を支える人

たちといたしまして、読書活動の現状と課題を記載しております。また、その後

には、13ページ、14ページになりますが、こちらでは第２章の中での用語等の注

釈を※１から※12までとして記載をしてございます。 

  続きまして、15ページをお開きいただきたいと思います。こちらから第３章に

なります。第３章では、その前段の第２章での読書活動の現状と課題に対する家

庭、地域、それから学校、市立図書館及び子どもの読書活動を支える人たち、そ

れぞれの子ども読書活動推進のための具体的な取組みといたしまして、15ページ

から23ページまでに記載をしております。 

  そして、その23ページ最後では、計画の進行管理といたしまして記載をし、そ

れから用語の注釈としまして※１をつけてございます。 

  続きまして、24ページをお開きいただきたいと存じます。こちらは、第４章と

いうことでありまして、これまでご説明をしてまいりました内容につきましての

取組み項目と目標年度を一覧にしたものでございます。これは第３章の子ども読

書活動推進のための具体的な取組みについてでございますが、それぞれを検討、

実施、充実、継続の４区分に分けまして、平成25年度から平成29年度までの５年

間の中での計画の位置づけをしてございます。それぞれの用語の説明、検討、実

施、充実、継続の意味につきましては、24ページの一番上の枠の中で記載をし、

説明をさせていただいているところでございます。 

  続きまして、28ページをご覧いただきたいと思います。28ページでは、計画の

進行管理といたしまして、第４章の取組み項目と目標年度につきまして、関係部

署が連携をし、それぞれの取組みについて計画の進捗状況を定期的に調査把握し

まして、見直し調整を行うため、本計画に続きます次期計画の策定作業、こちら

も合わせまして計画の進行管理として記載をし、年度に分けて表記をしてござい
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ます。 

続きまして、29ページをお開きいただきたいと思います。こちら29ページから

44ページにわたりましては、資料１から資料８といたしまして、関連法規、そし

て策定委員会設置要綱、そして委員名簿、策定経過、文部科学省、東京都の調査

並びに市のアンケート、そして計画の関連年表を掲載してございます。 

これまでこの素案に至るまでの経過でございますけれども、平成23年８月に関

係部署が集まりまして策定委員会を設置し、議論を重ねてまいりました。そして、

平成24年12月１日から25日までの間、市のホームページ等で市民の皆様からの意

見を募集し、その後平成25年１月に行いました第８回策定委員会において市民の

意見を検討し、計画に反映できるものは反映したところでございます。 

今後の予定でございますが、本日ご審議いただきました後、庁議の中で報告を

させていただき、その後市議会議員に計画書として配付をしたいと考えてござい

ます。また、計画にお寄せいただきました市民の皆様からのご意見に対する市の

考え方につきましては、今後市報並びにホームページ等で公表をしていきたいと

考えております。 

大変雑駁ではございますが、以上で計画、素案の説明を終わらせていただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 

○鈴木委員長 説明が終わりました。 

  ご質疑があればご発言をお願いいたします。 

  私からお願いします。推進計画、内容のあるものをつくっていただいて、あり

がとうございました。これからは、これの活用、そういう段階に入っていくと思

うのですが、つけられた資料を見せていただいて、こういう点に力を入れてもら

いたいことなど、気がついたことを３点申し上げます。 

  １つ目は、学校教育との関係ですけれども、学校では読書週間とか、さまざま

な取組みをしていると思いますので、市全体で読書感想文集とか、あるいは市全

体の中で読書感想文コンクールとか、そういう行事もおいおい取り入れていただ

いたほうが良いのではないか。 

  それから、２つ目は、家庭と学校との教育の連携になりますけれども、家族で

読書をするというような雰囲気づくりというのは非常に学力向上、学習意欲の向

上には大切な部分かと思います。そういうわけで、家庭での読書を充実させる取

組みについてのアドバイス、そういう活動も取り入れていただいたほうがいいと
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思いました。 

  それから、３つ目ですけれども、37ページ資料に、市内小中学校図書館蔵書数

等達成状況というのがあって、この数字をはっきり見せていただいたのは今回初

めてで、いい資料だと思いましたが、非常に驚いた部分もあります。学校によっ

ては、達成率６割を切っている学校もある。７割を切っているのも非常に多い。

なぜこんなふうに差がついたのかと思っておりますので、限りなく早く100％に

各学校ともなるように予算の使い方等を学校で対応を願いたい。そして、図書館

の充足率を高めていただいて、子どもに十分活用してもらいたい、そういうアド

バイス、指導を学校にお願いしたいと思いました。 

  以上３点です。何かお話がありましたら。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 この読書活動推進計画につきましては、これまで長年の課題

でございまして、議会からも策定のお話をいただいておりました。その中でも東

大和市が26市の中でもつくっていない市として一番最後になってしまったという

こともありまして、非常に私どもも急いでつくらなければという気持ちで平成23

年８月に策定委員会を発足させ、策定に向けて動き始めたということでございま

す。 

  これまで策定の前では、各関係職場がそれぞれ子どもに対しての取組みをして

いたということで、ある意味ばらばらでございました。この計画につきましては、

すべて新しいことを始めるということではなく、現在行っていることを体系化し、

子どもの読書活動を市全体で、全庁的に進めていくために、非常に意味のある計

画だと私どもは理解をしております。その中で、計画ができて終わりではなく、

今後この計画に基づいて子どもの読書活動の推進のためにこの計画を生かして関

係部署とも連携をして進めていく必要があると考えております。 

その中で、今、委員長からお話いただきました３点でございますけれども、学

校教育部との連携につきましても、今回策定委員会をする中で非常に今までわか

らなかった部分もお互いわかるようになってきたということで、指導室とも打ち

合わせをさせていただくなど、連携を深めてこの計画策定に至ってきた部分がご

ざいます。そういう意味では、まだまだこれからさまざまな連携をし、見直し等

もしていくわけでございますけれども、今、委員長からお話いただきましたさま

ざまな読書週間の取組み、それから読書感想文のコンクールなど、この計画にも
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まだまだ入っていない施策もあろうかとは思います。そういうこともこの計画を

進めるに当たりましていろいろお話を伺いながら、次期の計画の中に入れて、連

携をとりながら、進めていければと思っておりますので、今、委員長からいただ

いたお話を参考に今後も進めてまいりたいと思っております。 

２つ目といたしましては、家庭の中での読書の大切さでございますが、アンケ

ートにもございますが、ご家庭では読み聞かせ等している割合もそんなに高くな

かったように私は認識ができました。図書館でも保健センターでやっております

ブックスタートのときなどでは図書館の職員がいろいろアドバイスをしているよ

うな機会はありますけれども、まだまだ十分ではありませんし、ブックスタート

などの施策もこの計画の中にそれを課題として表記もしている部分がございます。

アドバイスをする活動というのが非常に、大事であると理解をしておりますので、

そこの部分につきましても今後の図書館の施策の中でそういうことが拡充、充実

していけるかどうかは図書館の職員とも話をしていきたいと思います。 

３点目の蔵書数につきましても今回資料として添付したわけでございますけれ

ども、学校としてもさまざまな状況が今回わかったという部分がございますので、

今後も学校での図書の充実などにつきましては指導室、学校教育課もそうですが、

予算の関係もあるのでしょうけれども、それぞれ連携をして、100％に向かって

いくような、そういう調整ができたらいいなと思っております。 

私からは以上ということにさせていただきます。 

○鈴木委員長 学校教育部長。 

○阿部学校教育部長 ただいまのご質問の３点目の37ページにございます各学校に

おける図書館の蔵書の状況でございますが、私どもの市といたしましては独自に

学校に配当する備品のほかに図書の購入用という予算を各校に配当しております。

その中で、各学校蔵書の充実に努めてきておるところでございます。ただし、達

成状況にもございますように、学校間での差もあるということも認識しておりま

すし、また、蔵書の中でもかなり傷みがあるとか、もう古くなったとか、そうい

う情報につきましては学校によっては積極的に入れ替えをするということで、そ

の場合には一時的に整備率というのも下がりますが、それはやむを得ない話だと

私どもも認識していまして、それは逆にどんどん子どもたちが実際に手にとって

読書に親しめるようにということで、それは結構なことだと思っています。今後

とも、今まで東大和市としては学校図書館には指導員を配置し、また学校の図書
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館のシステムなども運用できるように環境の充実を図っております。今後とも各

学校の蔵書がさらに充実していくように、手だては考えてまいりたいと思います。 

  また、もう一つ傾向として言えますのは、比較的小規模な学校につきましては

蔵書が進んでいる。蔵書が標準に比べて達成状況がややいいかなと考えておりま

す。そういうことも配慮しながら、学校のクラスの規模などにも配慮した予算と

いうことも今後検討して実施してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 よろしくお願いします。 

  ほかに。 

土田委員。 

○土田委員 今具体的に19ページの利用しやすい学校図書館というところに説明が

あった。ここを読んでいて、開館の時間あるいは土日は休みになっているようで

すが、土日を開けるという、そういうことで子どもたちが利用しやすくなるとい

う検討をされているかどうかということが一つ疑問になったところです。 

  以上です。 

○鈴木委員長 指導室長。 

○石井学校教育部参事兼指導室長 基本的に学校図書館は学校の司書教諭、それか

ら図書館指導員が中心になって運営を進めております。勤務の関係で、したがっ

て土日というところは今は検討されておりませんが、やがてはそういう方向でも

土曜日の学校の授業もありますので、進んでいくかなというところもありますし、

市としての計画といたしましても主要事業の中に図書館指導員の増員ということ

もございますので、引き続きそれを進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○鈴木委員長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

日程第７、第７号議案 東大和市子ども読書活動推進計画（素案）について、

本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木委員長 ご異議なしと認め、第７号議案 東大和市子ども読書活動推進計画

（素案）について、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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◎日程第８ その他報告事項 

○鈴木委員長 日程第８、その他報告事項を行います。 

  報告事項１、教育の日やまとについて、本件の報告をお願いいたします。 

  統括指導主事。 

○岡田統括指導主事 それでは、平成24年度教育の日やまとについて、ご報告をさ

せていただきます。 

  資料がございますので、ご覧ください。本日お配りいたしました資料でござい

ます。 

  この表は、一番上が今年度、平成24年度の参加者数を示しております。また、

比較資料ということで、その下に平成23年度と平成22年度の参加者数を記載して

ございます。本年度は２日間で６校の小中学校の発表がございました。１月25日

開催が二小、六小、七小、２月７日開催が五小、十小、五中でございました。各

校とも中心的なテーマを置きつつも、多面的に児童・生徒の育ちを見つめた、大

変実践的な内容となっておりました。いずれの学校の研究発表会も昨年と同様に

参加者数が大変多くなってきております。昨年度より１校実施校数が少ない、そ

ういうことにもかかわらず参加者数は昨年度より増えておりまして、特に授業参

観につきましては、昨年もそうでありましたが、保護者、地域の方の参加が多数

ありまして、定着してきているということでございます。これは各校がさまざま

手だてをとりまして、自校の研究の内容、また方法等につきまして、保護者、地

域に向けて情報発信をしたり、日ごろから地域や家庭と連携を図ってきている、

そういう成果であると考えております。次年度も本年度と同様にこの研究発表会

を開催する予定でございます。今年度以上に各学校の研究活動が盛り上がりを見

せて、子どもたちの確かな学力や生きる力の向上、また教員の授業力、学級経営

力の向上につながっていくよう努力してまいりたいと思っております。教育委員

の皆様方には研究発表会にご参加いただきまして、先生方に励ましの言葉もいた

だきまして、本当にありがとうございました。 

以上でございます。 

○鈴木委員長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  私からお願いします。 

  報告のように、一般、保護者、地域の方の来場者も多いということで大変良か
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ったと思いますし、各学校の発表の手はずや運営も非常に質が向上してきたと思

いました。それから、もっと感心したのは、小学校の発表も中学校の発表も同様

ですが、小中学校の先生がそれぞれ関係の先生方がしっかり参加していただいて

熱心に勉強してくださっている様子はとてもうれしく思ったのと、今年度は私が

行った学校についてはいずれも議会の先生方が授業参観と研究会も最後まで参加

してくださって、議会でもとても理解と協力が高まってきたと思ってうれしく思

いました。 

  以上でございます。 

  質疑を終了いたします。 

  報告事項２、東京駅伝について、本件の報告をお願いいたします。 

  統括指導主事。 

○岡田統括指導主事 それでは、平成24年度の東京駅伝について、ご報告をさせて

いただきます。 

  写真がついている資料がございます。まず、東京駅伝は東京都内の中学校に在

籍する第２学年の生徒が区市町村単位の男女別チームで競い合うものでございま

す。本番は３月20日水曜日春分の日に、調布市にあります味の素スタジアム特設

コースで開催されます。本市５校の中学校から選抜された男女合わせて42名の選

手ですが、昨年12月22日の選手団の結団式から一丸となって練習に取組んでまい

りました。先日の２月９日土曜日に試走会がございまして、選手は本番のコース

を走って感触をつかんでおりました。試走会での練習のあとは選手のみんなで東

京都教育委員会の本部の方々に練習をさせていただいたことの感謝の言葉を述べ

ていました。東大和市の中学生の礼儀正しさ、そういうものが出ていて大変気持

ちがよかったと感じております。会長の第四中学校長の佐々木先生、総監督の第

三中学校長の細井先生を初め、スタッフも熱が入っておりまして、当日が大変楽

しみであります。当日につきましては本市の多摩湖駅伝と日程が重なっておりま

すが、選手の皆さんは実力を発揮し、よい結果を残してくれることと期待してお

ります。教育委員の皆様におかれましては、もし調整がつくようでしたら会場に

足をお運びいただければと思っております。よろしくお願いいたします。また、

結果につきましては、後日ご報告を申し上げます。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 報告が終わりました。 
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  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  土田委員。 

○土田委員 これは参加するのに費用はかかるのですか。 

○鈴木委員長 統括指導主事。 

○岡田統括指導主事 費用は、東京都の事業でございますので費用はかかりません。 

○鈴木委員長 ほかにありませんか。 

質疑を終了いたします。 

  報告事項３、平成24年度東大和市立小中学校卒業式告辞（案）及び平成25年度

東大和市立小中学校入学式告辞（案）について、本件の報告をお願いいたします。 

  統括指導主事。 

○岡田統括指導主事 それでは、平成24年度東大和市立小中学校卒業式告辞（案）

及び平成25年度東大和市立小中学校入学式告辞（案）について、ご報告させてい

ただきます。 

  卒業式の告辞につきましては、先日の教育委員懇談会でお示しいたしましたと

ころからは大きくは変わってございませんが、文言につきまして多少変更となっ

ておりますので、ご確認いただければと思います。 

  また、入学式告辞につきましても、またご確認をいただきまして、何かござい

ましたら後ほどご連絡をいただければまた改善を図っていきたいと思っておりま

すので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○鈴木委員長 質疑を終了いたします。 

  報告事項４、平成24年度東京都児童・生徒の体力調査の結果について、本件の

報告をお願いいたします。 

  統括指導主事。 

○岡田統括指導主事 資料の４でございます。平成24年度東京都児童・生徒体力、

正式には運動能力生活・運動習慣等調査の結果という形になってございます。こ

ちらは、本年度も小学校も中学校も全学年につきまして実施しております。資料

をめくっていただけますでしょうか。網かけになっている部分でございますが、
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こちらの１ページ目につきましては体力合計点の結果ということでございまして、

各学年、そして各小中学校別にその結果が出ております。網かけになっている部

分が東京都の平均を上回っているところでございます。体力の合計点で見ますと、

小学校につきましてはどの学年も東京都より若干下回っているというような結果

が出ております。中学校では、女子において東京都より結果がよくなっていると

いうようなことが出ております。学校によっても結果にはばらつきがあることが

こちらからはおわかりになるかと思います。しかしながら、体育の研究で、体づ

くりに熱心な学校については、良い結果が出ていることがわかると考えておりま

す。 

  次のページをご覧ください。こちらは実技種目別の結果でございます。こちら

は小学校６年生と中学校３年生の結果になっております。握力、それから立ち幅

とび、ソフトボール投げ、この種目におきましては東京都の平均より上回ってい

ることがわかります。こちらは小学校６年生でも、それから中学校３年生でも、

また男女においても上回っているというような結果が出ております。また、反復

横とびや走ること、50メートル走や、小学校においては20メートルシャトルラン、

また中学校においては持久走、それから体の柔らかさ、例えば長座体前屈、また

は上体起こし、こちらにつきましては東京都より下回る部分もございます。東大

和市の子は、そういった意味から申しますと、瞬発的に力を出すものについては

得意というのでしょうか、上回る部分がございますが、持久力を要するものにつ

きましては多少苦手なところがあるというように読み取れます。 

  さらに次のページをご覧ください。こちらは、上段にございますのが朝食を毎

日食べている割合でございます。学年によって、また学校によってこちらもばら

つきがございますが、数値を見ますと高い数値が示されておりまして、ほとんど

の子どもが毎日朝食を食べているということがわかります。課題は、下段のほう

でございまして、テレビを３時間以上見ている割合というのがございますが、ご

覧のとおりほぼ全学年が東京都平均より悪い状態。要するに３時間以上見ている

割合が高い状態にあります。帰宅後の子どもたちの過ごし方について、家庭と学

校が連携を図りながら、また市教委もそこに絡みながら改善を図らなければなら

ないと考えております。今後も、体力の向上また生活習慣の改善につきましても

学力同様力を注いでいきたいと思っております。 

  以上でございます。 
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○鈴木委員長 報告が終わりました。 

  ご質疑があればご発言をお願いいたします。 

私から感想ですけれども、説明の中にもちょっと触れたと思いますけれども、

小学校の段階で努力している、取り上げている学校がいい成果を出しているとい

う、そういう傾向がこの表でも確かに読み取れて、これを中学校へ行ってもなる

べく継続的に伸ばしてほしい。そして、中学生の男の子も朝御飯をしっかり食べ

てほしい。それで、全体的にテレビを見る時間を少し減らしてほしい。そういう

ようなことで、東京都の平均に本市の小中学生も近づくことができるのではない

かということが言えると思います。これは運動能力、体力の関係ですけれども、

知徳体のバランスですから、体力もさまざまな取組みや日常生活の習慣化によっ

て改善されれば知徳もきっと関連して成果が出てくると思います。だから、この

報告の資料は非常に貴重な資料で、学校でもしっかり受けとめていただき、家庭

でもしっかり受けとめていただいて、また学校や家庭の努力点もこれによって見

えてきたわけですから、十分活用する方向でみんなで頑張っていけばいいのでは

ないかと思いました。さまざまな機会でＰＲしていったほうがいいと思いました。 

ほかにございませんか。 

質疑を終了いたします。 

報告事項５、東大和市学校特色化補助金交付要綱の制定について、本件の報告

をお願いいたします。 

指導室長。 

○石井学校教育部参事兼指導室長 それでは、補助金交付要綱をご覧ください。第

１条に目的が書かれております。この要綱は、東大和市立小・中学校が児童及び

生徒並びに地域の実情を踏まえ、地域とともに特色ある学校づくりを推進するた

めの経費に対し、補助金を交付することにより小・中学校の活性化を図ることを

目的としております。 

この事業についてご説明申し上げます。市長の施政方針にもございました小中

連携教育、それから委員長が市長にもお話をいただきました学校が特色を出せる

予算の必要性、それを踏まえまして、平成25年度、小中連携、中学校区の特色あ

る教育活動を中心としまして、校長が学校経営方針をもとに企画書を作成して、

そしてプレゼンテーションを実施していただきます。予算総額は150万円になり

ますので、各学校最高10万円の予算をプレゼンテーションをもとに決め、それを
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もとに各学校で特色化の実施を最高10万円として、各学校の特色を出していただ

きます。その結果につきましては、途中経過となりますが、次年度の教育の日や

まと、10月30日において、この次年度の教育の日やまとには小中学校すべての教

員が集まることと、市民にもこの教育の日やまとを公開いたしますので、そこに

おいて途中経過を周知してまいります。そして、各小中学校区で見えた成果につ

きましては、次年度の教育委員会の施策にも取り入れていき、競い合いながら、

より各中学校区が特色を出せるようにという１年間の計画となります。 

以上でございます。 

○鈴木委員長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれは、ご発言をお願いいたします。 

私から、この学校特色化事業補助金というのは、本市にとっては画期的な事業

です。今までこういうのはなくて、学校を預かっている校長先生でしたらほとん

どの方がこれを熱望していたと思います。今回、実現したということは、尾崎市

長のご理解、本当にありがたい。それから、教育委員会事務局のこれに対する努

力、高く評価したいと思います。本市の学校教育の向上のためにはとても成果が

上がるのではないかと期待されるいい施策だと思いますので、ぜひ成功させてい

ただきたい。説明の部分にもありましたけれども、この成果は市民や教育関係者

にＰＲしていただいて、その成果を積み重ねていっていただきたいと思います。 

一つ、これは言うまでもないことですけれども、学校に予算をつけていただけ

るということは、これは市民の血税でありますから、ただ申請すれば予算がつく

というような安易な学校や教員の意識や取組みは決して持っていただいては困る。

本当に市民の願いに答える教育活動を充実して推進させて、成果を出して、子ど

もに及ぼしていくのだという、熱い取組みの意識をぜひ持ってやっていただきた

いと思います。 

余計なことも言いましたけれども、そういうお礼とお願いを言わせていただき

ました。 

  指導室長。 

○石井学校教育部参事兼指導室長 これにつきましてはこれから校長会、しっか

り説明をしてまいりますので、今の委員長のお言葉もいただきながら、必ず、

本当に成果の見える形で市民にも周知をしていきたいと思います。ありがとう

ございました。 
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○鈴木委員長 よろしくお願いします。 

  質疑を終了いたします。 

  報告事項６、地域スポーツクラブはぴねすまいる東大和の設立について、本件

の報告をお願いいたします。 

  社会教育課長。 

○村上社会教育課長 それでは、その他報告事項６、地域スポーツクラブはぴねす

まいる東大和の設立について、ご報告をさせていただきます。黄色のはぴねすま

いる東大和のパンフレットをご覧いただきたいと思います。 

地域スポーツクラブとは、そちらの一番下に、はぴねすまいる東大和はという

ブルーのところにも書いてありますが、だれとでも、いつでも、どこでも、いつ

までもスポーツを楽しめる地域の日常的なスポーツの活動の場でございます。お

子様から大人まで、また、高齢者や障害を持つ方々も含めまして、すべての方々

が複数の種目について、複数の種目の中からプログラムを選ぶ、そういうスポー

ツ活動の場でございます。東大和市の地域スポーツクラブは、去る２月11日の祝

日に、市民体育館保育室で地域スポーツクラブはぴねすまいる東大和の設立総会

が行われました。当日は、市側からは、副市長、先ほど教育長の諸務報告にもご

ざいましたように、副市長、教育長のほかに、東京都からも３名の方にご来賓と

して出席いただき、役員選出、規約、事業計画、予算等について審議をいたしま

して、いずれも承認をいただきました。初代の会長には、設立準備委員会、１年

間準備のために委員会を立ち上げてございましたが、そのときの会長をお務めに

なられました元第二小学校のＰＴＡ会長の築山さんがご就任をされました。まだ

本格的な会員募集をしておりませんので、当日の総会はクラブ設立の中心的な役

割を果たしましたスポーツ推進委員や体育協会の役員、約20名ですが、こちらの

方々だけでとり行いましたが、今後はこのパンフレットの中面にございます活動、

キンボール、吹き矢、卓球、体操、ボッチャ、ノルディックウォーキング、フッ

トサル、こうした競技を中心に、４月から活動を開始する予定です。現在は４月

の活動開始に向けて会員募集の準備を進めているところでございます。 

以上でございます。 

○鈴木委員長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 
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○鈴木委員長 質疑を終了いたします。 

  報告事項７、第23回多摩湖駅伝大会について、本件の報告をお願いいたします。 

  社会教育課長。 

○村上社会教育課長 それでは、その他報告事項７、第23回多摩湖駅伝大会につい

て、ご説明をさせていただきます。 

  第23回多摩湖駅伝申込チーム数という資料をご覧いただきたいと思います。３

月20日の春分の日に行われます第23回多摩湖駅伝大会につきましては、先週の９

日に募集を締め切ったところでございます。昨年のＰＲ不足を反省いたしまして、

今年度は、西武鉄道、多摩モノレールの各駅にポスターの掲示を依頼するととも

に、新聞販売店のご協力をいただきましてＰＲに努めました。新聞にも掲載をさ

せていただきました。その結果、昨年を100チーム以上上回る332チームの申し込

みがございました。今年度から小学生の部を追加いたしまして参加者の裾野を広

げるなど、工夫をいたしましたので、教育委員の皆様にもぜひ当日会場に足をお

運びいただき、参加選手への温かいご声援をおかけいただければと思います。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  私から、申し込みの段階で工夫の成果がもう表れているようで、大変楽しみに

しております。とにかく何でも充実して、工夫の成果が表れるのがお互いに張り

合いもあるし、市民の期待にも応えると思いますので、これからもよろしくお願

いします。 

  なお、当日は多摩湖駅伝と中学生の駅伝があって、教育委員も忙しくなってき

ているようですが、また調整がつけばぜひ見学させていただきたいと思います。 

  質疑を終了いたします。 

  これで、その他報告事項を終了いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎閉会の辞 

○鈴木委員長 以上をもちまして、本日予定しておりました議事日程はすべて終了

いたしました。 

  これをもって、平成25年第２回東大和市教育委員会定例会を閉会いたします。 

午後 ２時１３分閉会 
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